
   鹿児島市委託業務等入札談合に関する情報の対応要領

平成１９年３月２０日

      

                                    

（趣旨）

第１条 この要領は、鹿児島市が入札に付そうとする委託業務（建設工事に付帯するものを除く。

以下「委託業務」という。）について、入札談合に関する情報又は職員が談合があると疑うに

足りる事実に関する情報（以下「入札談合に関する情報等」という。）を得た場合において、

適切な対応を行うために必要な事項を定めるものとする。

（入札談合に関する情報等の内容確認）

第２条 委託業務の入札を行おうとする課（市の執行機関及び議会事務局に置かれる課(課に準

ずる組織を含む。)。以下「課等」という。）の長（以下「課長等」という。）は、入札談合

に関する情報等があった場合は、当該入札談合に関する情報等の提供者の氏名、住所等を確認

し、入札談合に関する情報等の内容をできるだけ詳細に聴取するものとする。

２ 入札談合に関する情報等の提供が新聞等の報道によるものであるときは、課長等は、当該報

道機関に対して、報道又は取材活動に支障のない範囲で入札談合に関する情報等の出所を明ら

かにするよう要請するものとする。

３ 課長等は、第１項の入札談合に関する情報等があった場合は、入札談合に関する情報報告書

（様式第１）を作成し、次条に規定する鹿児島市委託業務公正入札調査委員会に報告するもの

とする。

（公正入札調査委員会）

第３条 前条の入札談合に関する情報報告に基づき、当該入札談合に関する情報等の信ぴょう性

及び具体的な対応等について審議するために、入札案件ごとに委託業務公正入札調査委員会（

以下「委員会」という。）を設置する。

２ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長は、課等の属する局の局長（以下「担当局長」という。）をもって充てる。

(2) 委員は、課等の属する部の部長、入札を行おうとする課の課長、企画財政局財政部契約課

長をもって充てる。

３ 委員会は、委員長が必要に応じて召集するものとする。

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め意見を聴くこと

ができる。

５ 委員会の庶務は、入札を行おうとする課で行うものとする。

（審議の結果等の報告）

第４条 課長等は、委員会での審議の結果及び各段階における対応について、直ちに市長及び副

市長に報告するものとする。



（入札談合に関する情報等に対する対応）

第５条 課長等は、委員会での審議の結果、具体的な対応を行う必要があることとした情報（以

下「談合情報」という。）については、次条に定める手続により対応を行うものとする。

２ 入札談合に関する情報等の内容が曖昧で信ぴょう性に乏しく具体的な対応を行う必要がない

と認められるものであるときは、予定どおり入札を執行するものとする。この場合において、

入札の結果、具体的な対応を行う必要があると認められるときは、落札決定を保留し、次条２

の手続に準じて対応を行うものとする。

３ 課長等は、次条に定めるところにより行った事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があっ

たと認められる証拠を得た場合は、その旨を公正取引委員会へ通知するものとする。

（談合情報に対する具体的対応）

第６条 課長等は、次に定める区分に従い談合情報に対する具体的な対応を行うものとする。

１ 入札執行前に談合情報を把握した場合

(1) 事情聴取

  ア 入札参加者全員に対して、担当局長が指名した複数の職員により、１社ずつ面談室等に

呼び出し聴き取りを行うものとする。

  イ 事情聴取は、原則として入札日の前日までの間に速やかに行うものとするが、入札まで

に時間的余裕がない場合には入札日を延期して行うものとする。

  ウ 聴取結果については、事情聴取書（様式第２）を作成し、委員会に報告するものとする。

  エ 委員会は、その内容について精査するものとする。この場合においては、必要に応じて

公正取引委員会へ事情聴取書の写しを送付するものとする。

(2) 談合の事実があったと認められる場合

   事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、鹿児

島市契約規則（昭和６０年規則第２５号。以下「契約規則」という。）第１１条第１項の規

定により、当該入札を取り消すものとする。この場合においては、私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４５条の規定により公正取引委員会

に通知するものとする。

(3) 談合の事実があったと認められない場合

  ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札参加者全員に誓

約書（様式第３）を提出させるものとする。

  イ 入札執行にあたっては、入札執行後に明らかに談合の事実があったと認められる証拠を

得た場合には、入札を無効とし、契約規則第１５条第２号の規定に基づき落札を取り消す

旨の注意を促して行うものとする。

  ウ 第１回の入札に際しては、入札参加者全員にあらかじめ要請を行い第１回の入札書に記

載する入札金額に対応する数量、単価及び金額等が記載された委託業務費内訳書（以下「

内訳書」という。）を提出させるものする。



  エ 内訳書は、入札書を入札函に投函するとともに入札執行者に提出させ、課等の職員によ

り入念に内容確認を行うものとする。

  オ 内訳書の内容確認において、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合

には、契約規則第１１条第１項の規定により、当該入札を取り消すものとし、その旨を公

正取引委員会に通知するものとする。

  カ 内訳書の内容確認において、談合の事実があったと認められない場合には、落札決定を

行い、落札者と契約を締結するものとし、公正取引委員会へ誓約書の写し及び入札執行調

書の写しを送付するものとする。

  キ 内訳書は、内容確認ののち入札書と共に保管するものとする。

２ 入札執行後、契約締結以前に談合情報を把握した場合

(1) 事情聴取等

   内訳書の提出を求め、精査と共に１の(1)のア及びウの手続に準じて行うものとする。

(2) 談合の事実があったと認められる場合

事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札

を無効とし、契約規則第１５条第２号の規定に基づき落札を取り消すものとし、その旨を公

正取引委員会に通知するものとする。

(3) 談合の事実があったと認められない場合

１の(3)のアの手続に準じて誓約書を提出させたうえで、落札者と契約を締結するもの  

とし、公正取引委員会へ誓約書の写し及び入札執行調書の写しを送付するものとする。

３ 契約締結後の場合

(1) 事情聴取

   １の(1)のア及びウの手続に準じて行うものとする。

(2) 談合の事実があったと認められる場合

事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、委託

業務の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとする。この場合にお

いて、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。

(3) 談合の事実があったと認められない場合

１の(3)のアの手続に準じて誓約書を提出させるものとする。また、公正取引委員会へ誓

約書の写し及び入札執行調書の写しを送付するものとする。

（公正取引委員会への通報等）

第７条 次項に掲げる関係書類の公正取引委員会への送付及び通知は課長等が行うものとする。

２ 課長等は、公正取引委員会へ原則として前条の各段階で事情聴取書、誓約書、入札執行調書

の写し等の必要な資料を送付するものとするが、状況に応じてこれらの資料を入札又はすべて

の事務処理の終了後に、まとめて送付することができるものとする。

（談合情報のあった委託業務以外の委託業務の入札執行の延期）



第８条 談合情報のあった委託業務の入札参加者が、当該委託業務以外の委託業務に入札参加し

ていることが判明した場合は、課長等は当該委託業務以外の委託業務の入札を行おうとする課

等の課長等に通知するものとする。

２ 前項の規程により通知を受けた課長等は、談合情報のあった委託業務の入札について談合事

実の有無が判明するまでの間、委託業務の入札を延期することができるものとする。

（報道機関等の対応窓口）

第９条 入札談合に関する情報等のあった委託業務の入札及び契約に関する報道機関等からの問

い合わせ等の対応は、課長等において行うものとする。

（その他）

第１０条 この要領に定めるもののほか、入札談合に関する情報等があった場合の処理について

必要な事項は別に定める。

   付 則

この要領は、平成１９年３月２１日から施行する。

   付 則

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。

  付 則

この要領は、令和３年４月１日から施行する。



具体的な対応を必要とする談合情報

第１ 入札執行前の談合情報

１ 情報提供者が身分等を明らかにした場合で、委託業務等の件名、落札予定業者名が確認さ

れたとき。

２ 情報提供者が身分等を明らかにしない場合で、委託業務等の件名、落札予定業者名及び談

合の方法（電話、ファクシミリ、会合等による方法をいう。以下同じ。）のほかに、談合業

者名、談合調停者名又は落札予定金額のうちいずれか一つが確認されたとき。

３ 報道機関等からの情報提供及び新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合

で、委託業務等の件名及び落札予定業者名が確認されたとき。

第２ 入札執行後の談合情報（契約締結以前及び契約締結後を含む。）

１ 情報提供者が身分等を明らかにした場合で、委託業務等の件名、落札業者名及び落札金額

のほかに談合の方法、談合業者名又は、談合調停者のうちいずれか一つが確認されたとき。

２ 情報提供者が身分等を明らかにしない場合で、委託業務等の件名、落札業者名、落札金額

及び談合の方法のほかに、談合業者名又は談合調停者名のうちいずれか一つが確認されたと

き。

３ 報道機関等からの情報提供及び新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合

で、委託業務等の件名、落札業者名及び落札金額のほかに談合の方法、談合業者名又は談合

調停者のうちいずれか一つが確認されたとき。



入 札 談 合 に 関 す る 情 報 報 告 書

  年  月  日

情報を受けた日時   年  月  日（ ）      時  分

業 務 名 称

入 札 予 定 日   年  月  日（ ）      時  分

情 報 提 供 者

受 信 者

情 報 手 段 ・電話    ・書面    ・面接    ・報道

情 報 内 容

応 答 の 概 要

当該案件の問合せ先     部    課    係（担当者       ）

様式第１



事  情  聴  取  書

委託業務名

入札（予定）日時         年  月  日 （ ） 午前・午後  時  分

事情聴取日時・場所 （日時）    年  月  日 （ ） 午前・午後  時  分

（場所）

事情聴取業者名 （所在地）

（商号又は名称）

事情聴取を受けた者 （業者名）

（役職名・氏名）

事情聴取担当職員 （所属・職名・氏名）

聴  取  内  容 聴  取  結  果

① あなた方は会社として責任ある回答ができ

ますか。

② 今回の入札にどのような意欲をお持ちです

か。

③ 今回の入札のことで他の業者の方々と一堂

に集まり、打ち合わせ話し合いをしたことが

ありますか。

あればどのような内容でしたか。

④ 一堂に集まったことがなければ、他の業者

の方々と電話・ファックスその他の手段で連

絡を取り合ったことはありますか。

あればどのようなことで連絡を取り合った

のですか。

⑤ 今回の入札について、談合又はこれに類す

るようなことを聞いたことがありますか。

あればどのような内容でしたか。

⑥ 今回の入札について、誰からか指示や協力

依頼はありましたか。

あればどのような指示（依頼）でしたか。

⑦ 今回の談合情報について、何か思い当たる

ふしはありますか。

様式第２



⑧ 今回の談合情報をどのように受け止めてお

られますか。

⑨ 今まで話されたことに、間違いはないです

か。

⑩ それでは、今回の業務委託の入札に関し、

談合情報にあるような不正な行為はしていな

いと誓約できますか。

⑪ 証として、誓約書の提出を求めますが、よ

ろしいですか。

⑫ その他（必要な事項を聴取）



誓    約    書

  年  月  日

鹿児島市長   殿

所在地

商号又は名称

代表者名                

（事情聴取を受けた者）

                    

  年  月  日執行（予定）の

の入札に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

その他関係法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも関係法令を

遵守することを誓約いたします。

なお、誓約書提出後に関係法令に抵触する行為があったことを理由に入札の取消し若しくは

無効又は契約の解除がなされても一切異議の申立ては行いません。

また、この誓約書の写しが、公正取引委員会その他関係機関に送付されても異議はありませ

ん。

様式第３


